
令和６年度 社会福祉法人・社会福祉法人が運営する社会福祉施設の指導監査結果

法人名 施設名 事業種別
指導監査
種　　別

指導監年月日 文書指摘事項の内容 改善状況

（福）新生会 障がい者支援施設　希
望学園

生活介護 運営指導 令和6年10月29日 ・届出している生活支援員等の人員配置を満たしていない月があるこ
とが判明したため、過誤調整等必要な手続を行うこと。

改善済

（福）北海道療
育園

居宅介護事業所　Ａ;ｓ
ｓｉｓｔ－ＣＡＲＥ

重度訪問介護 運営指導 令和6年11月14日 ・計画で定めたサービス提供時間以上に、給付費を請求している事例
があったため、過誤調整等必要な手続きを行うこと。

改善済

デイアクティビティセ
ンターあかしあ

生活介護 運営指導 令和6年12月10日 ・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び研修を実施
し内容を記録するとともに、身体拘束等の適正化のための指針を整備
すること。

改善済

あかしあ労働福祉セン
ター第１作業所

生活介護 運営指導 令和6年12月10日 ・積立上限額を超えて積み立てていたため、上限を超えた積立金につ
いては、利用者に対し工賃として支給すること。

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び研修を実施
し内容を記録するとともに、身体拘束等の適正化のための指針を整備
すること。

改善済

（福）敬生会 敬愛園 短期入所 運営指導 令和6年12月11日 ・短期利用加算については、1年につき30日を限度として算定できる
が、一部の利用者において30日を超えて算定していることが確認さ
れたため、過誤調整等必要な手続を行うこと。

改善済

２　文書指導事項の概要
（２）社会福祉法人が運営する社会福祉施設
　　ア 障害者支援施設等

（福）あかしあ労
働福祉センター



法人名 施設名 事業種別
指導監査
種　　別

指導監年月日 文書指摘事項の内容 改善状況

特別養護老人ホーム
エテルナ

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年１月３０日 ・配置医師緊急時対応加算の算定においては、厚生労働大臣が定める
施設基準を整備すること。困難な場合は、体制の取下げを行うこと。

・看取り介護加算（Ⅱ）の算定における配置医師緊急時対応加算の一
部要件について体制を整備すること。算定要件を満たしていることが
確認できない加算については、過誤調整すること。

改善済

(介護予防）短期入所
生活介護事業所　ヴィ
ラ・プラタナス

短期入所生活介
護

運営指導 令和７年１月３１日 ・居宅サービス計画の内容を踏まえた短期入所生活介護計画を作成す
るとともに、計画に基づいたサービスを提供すること。

改善済

地域密着型特別養護老
人ホームヴィラ・プラ
タナス

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年１月３１日 ・配置医師緊急時対応加算の算定においては、厚生労働大臣が定める
施設基準を整備すること。困難な場合は、体制の取下げを行うこと。

・看取り介護加算（Ⅱ）の算定における配置医師緊急時対応加算の一
部要件について体制を整備すること。

改善済

短期入所生活介護事業
所　共生園

短期入所生活介
護

運営指導 令和７年２月１３日 ・居宅サービス計画の内容を踏まえた短期入所生活介護計画を作成す
るとともに、計画に基づいたサービスを提供すること。

改善済

短期入所生活介護事業
所　共生園Ⅲ

短期入所生活介
護

運営指導 令和７年２月１３日 ・居宅サービス計画の内容を踏まえた短期入所生活介護計画を作成す
るとともに、計画に基づいたサービスを提供すること。

改善済

ユニット型特別養護老
人ホームたいせつの郷

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年２月１８日 ・看取り介護加算の算定においては、算定要件を確認の上、要件への
該否を適切に判断すること。算定要件を満たしていることが確認でき
ない加算については、過誤調整すること。

改善済

介護老人福祉施設　特
別養護老人ホーム　た
いせつの郷

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年２月１８日 ・看取り介護加算の算定においては、算定要件を確認の上、要件への
該否を適切に判断すること。算定要件を満たしていることが確認でき
ない加算については、過誤調整すること。

改善済

特別養護老人ホーム
末広たいせつの郷

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年２月２０日 ・個別機能訓練加算の算定に当たり、個別機能訓練を実施した記録の
整備を行うこと。

・看取り介護加算の算定においては、算定要件を確認の上、要件への
該否を適切に判断すること。算定要件を満たしていることが確認でき
ない加算については、過誤調整すること。

改善済

（福）慶友会 特別養護老人ホーム
仁慈苑

介護老人福祉施
設

運営指導 令和７年２月２７日 ・自立支援促進加算の算定要件を満たす体制を整備すること。算定要
件を満たしていることが確認できない加算については、過誤調整する
こと。

改善済

（福）旭川たい
せつ福祉会

　　イ 老人福祉法・介護保険法関連施設等

（福）寿光会

（福）旭川共生
会


